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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ鏡筒内に設置され、光軸を偏心させる補正レンズと、前記レンズ鏡筒に加わる振
動を検知する振動検知手段と、該振動検知手段から得られる信号に基づいて前記補正レン
ズを駆動し、画像振れを防止する制御手段とを備えた画像振れ防止装置であって、お互い
垂直の関係にある第一方向と第二方向の駆動機構によって前記補正レンズを光軸中心に全
方向に移動可能な補正レンズ可動機構を有した画像振れ防止装置において、前記レンズ鏡
筒の固定部に対する前記補正レンズの保持手段は、前記補正レンズの支持枠と前記レンズ
鏡筒の固定部とに固設した少なくとも三つの円盤磁極を有する磁性体の間にそれぞれ鋼球
を介在させた対面引力による保持手段であって、前記固定部と前記支持枠の磁極間引力で
保持しながら、前記鋼球の転がりによって前記補正レンズの光軸に対するほぼ垂直な全方
向移動を可能にしたことを特徴とする画像振れ防止装置。
【請求項２】
　前記レンズ鏡筒の固定部に対する前記補正レンズの保持手段は前記補正レンズの支持枠
と前記レンズ鏡筒の固定部にそれぞれ固設する円盤磁極が互いに対極であって、同一直径
を有する磁極の対で構成するものであり、前記固定部の磁極と前記支持枠の磁極との対面
位置は前記レンズ鏡筒の光軸と前記補正レンズの光軸が一致する位置であり、前記補正レ
ンズの全方向移動に対して前記レンズ鏡筒の光軸位置に磁力で復帰する習性を与えたこと
を特徴とする請求項１に記載の画像振れ防止装置。
【請求項３】
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　前記補正レンズの全方向移動に対して生じる磁力による光軸位置への復帰習性は前記レ
ンズ鏡筒の固定部と前記補正レンズの支持枠に固設する円盤磁極において、縁の面取りの
調整で得られた磁力によるものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像振れ
防止装置。
【請求項４】
　レンズ鏡筒内に設置され、光軸を偏心させる補正レンズと、前記レンズ鏡筒に加わる振
動を検知する振動検知手段と、該振動検知手段から得られる信号に基づいて前記補正レン
ズを駆動し、画像振れを防止する制御手段とを備えた画像振れ防止装置であって、お互い
垂直の関係にある第一方向と第二方向の駆動機構によって前記補正レンズを光軸中心に全
方向に移動可能な補正レンズ可動機構を有した画像振れ防止装置において、前記レンズ鏡
筒の固定部に対する前記補正レンズの保持手段は、前記補正レンズの支持枠と前記レンズ
鏡筒の固定部のいずれか一方に固設した軟鉄磁性体からなる第１のヨークと、いずれか他
方に固設した長手方向に磁極が来るように配置されたマグネットを有する軟鉄磁性体から
なる第２のヨークと、前記第１及び第２のヨークの、前記補正レンズの支持枠と前記レン
ズ鏡筒の固定部とが対面する側の面上の両端部に突出加工された円盤磁極部と、該円盤磁
極部に狭持された鋼球と、で構成される閉ループを少なくとも二つ有することを特徴とす
る画像振れ防止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学的防振装置に関し、特に画像振動を補正するためにレンズ鏡筒に設置す
る画像振れ防止装置の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮影レンズを構成する一部の補正レンズを光軸と垂直な方向に移動する機構は、例えば
カメラにおいて像振れの原因であるカメラ振れの加速度を検知することによって像振れを
予測し、この予測信号に基づいてレンズを直角方向に移動することによって、像振れを抑
制する防振装置が提案されている。
【０００３】
　これら防振装置については種々の方法が提案されているが、如何なる振動方向でも補正
レンズを光軸に対して直角方向に補正移動可能な機構でなくてはならなく、一例として特
開平１０－２６７８４号公報では、補正レンズ鏡枠側面の３箇所から放射状に案内軸を設
け、防振装置本体側面に設けられている３箇所の案内溝にそれぞれ挿入し、補正レンズ鏡
枠が全方向に補正移動可能とし、更に該補正レンズ鏡枠が光軸中心に保持出来るよう本体
側面３箇所から付勢されたコイルばねで宙づりにする構造が開示されていて、ＸとＹ方向
移動のための二つのムービングコイルに働く合成力と前記ばねの弾性抗力の差で決まる量
だけ、光軸に直角な移動を決定するシステムを提案している。
【０００４】
　また、移動時の摩擦抵抗を減らすため、補正レンズ鏡枠の案内軸と溝の嵌合精度を緩め
、遊動させたいがこのために生じる移動時の振動が補正精度に影響を与えることから好ま
しくない。このため一方に寄せて補正レンズ枠の光軸に対する垂直平面の精度を保つよう
に、補正レンズ枠を光軸に保つ付勢ばねの分力によって保持面に当てる方法も提案されて
いるが結果的には保持面に圧力を掛けることから摩擦抵抗を減らす効果は得られていない
。
【０００５】
　この改善策として、特開２００２－１９６３８３号公報では固定部材と可動部材及びシ
フト部材の間にボールを狭持せしめて、このボールの転動によって駆動性能を改善する方
法が提案され、従来より補正レンズの移動時における摩擦抵抗が格段に減少する効果は認
められる。
【特許文献１】特開平１０－２６７８４号公報
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【特許文献２】特開２００２－１９６３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特開平１０－２６７８４号公報では前記補正レンズ鏡枠を光軸に対
して直角に保持するために前記案内軸と固定部の案内溝の嵌合精度を高める必要があり、
そのために軸と溝の間に生ずる摩擦抵抗が増え、迅速な垂直移動の妨げになっている。
【０００７】
　また、特開２００２－１９６３８３号公報では可動部材およびシフト部材における各光
軸直交面と固定部材における光軸直交面との間に転動可能に配置されたボールと、可動部
材とシフト部材との間に設けられ、各光軸直交面により各ボールを狭持させるための付勢
力を発生する付勢部材を設けるようにするなど構成が複雑となり、部品点数と組み立て上
の問題が別に発生していた。
【０００８】
　解決しようとするものは前記問題点であって、補正レンズは光軸に対して垂直平面を保
持しながら如何なる振動方向に対しても補正方向に迅速に応動可能な性能を保証すると共
に、手振れ補正モード終了後、速やかに光軸中心位置に復帰出来るよう、如何なる方向の
移動位置であっても、復帰習性が与えられているものである上に、部品点数を削減した簡
単構造であり、組み立て効率の高い防振装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の画像振れ防止装置においてはレンズ鏡筒の固定部と補正移動可能な補正レンズ
の支持枠に光軸に垂直な平面を構成する少なくとも三つの円盤磁極を有する磁性体をそれ
ぞれに固設させた保持機構を有し、当該磁極が対になるよう対向位置にボールを介在して
吸引せしめて保持する保持手段を持ち、補正レンズの全方向移動はボールの磁極円盤表面
の転動で得られるもので、摩擦抵抗が激減した移動効率の高い防振機構が得られる。
【００１０】
　また、円盤磁極を有する磁性体を用いた閉ループではなく、軟鉄磁性体からなる第１の
ヨークと、長手方向にマグネットを有する軟鉄磁性体からなる第２のヨークと、前記第１
及び第２のヨークの、前記補正レンズの支持枠と前記レンズ鏡筒の固定部とが対面する側
の面上の両端部に突出加工された円盤磁極部と、該円盤磁極部に狭持された鋼球と、で構
成される閉ループとすることでも移動効率の高い防振機構が得られる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、レンズ鏡筒の固定部と補正移動可能な補正レンズの支持枠に光軸に垂直な平
面を構成する少なくとも三つの円盤磁極を有する磁性体をそれぞれに固設させた保持機構
を有し、当該磁極が対になるよう対向位置にボールを介在して吸引せしめて保持する保持
手段を持ち、補正レンズの全方向移動はボールの磁極円盤表面の転動で得られるものとし
たので、特にボールが磁性体である鋼球である場合、ボールが磁極の中央で吸着し、脱落
することが無く、機構の組み立て作業効率が良い。また、対向する円盤磁極が同一形状で
あり、対向する位置を相互の光軸に合致させる位置にすると、補正レンズを全方向に移動
した場合、磁極間の磁力線の距離が変化するため磁気抵抗を減じる方向、すなわち光軸が
合致する方向に戻ろうとする復帰習性が生じるため、従来用いている付勢ばねが不要とな
る効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面等を参照して本発明の最も良好な実施形態を説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の画像振れ防止装置の１実施例の平面図であって、図２は本発明におけ
る断面図である。図３は鋼球を狭持する円盤磁石の全方向移動形態の様子を示す図で、図
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４は本発明の保持機構のマグネットの作用状態を説明した断面図であり、Ａ図は静止時、
Ｂ図は移動時における磁極間の磁力線と作用引力の様子を説明したものである。図５は本
発明の保持機構のマグネットの他の応用例として、長方形磁石を用いた場合の様子を示し
た斜視図である。
【００１４】
　画像振れ防止装置は撮影レンズのレンズ群構成の中で光学的に最も効果的なレンズ群の
一つ（補正レンズ）を手振れ振動の度合いに合わせて、光軸に対してほぼ垂直に移動させ
ることによって被写体受光画面を静止させる装置であって、このレンズ群構成における補
正レンズの位置に当該補正レンズを全方向に移動可能とし、これを画像振れ防止装置ユニ
ットにして設置することが一般的である。本発明はこの改良であって、このユニットを１
００で表し、図１はその平面図であり、図２では光軸１から上は中心００と０１、下は中
心００と０２の断面図を示している。
【００１５】
　先ず図１及び図２の画像振れ装置ユニット１００の全体構成について説明すると、大き
く分けて図示しない鏡筒の補正位置に固定する保持枠５と可動部である補正レンズ２を支
持する支持枠３とこれを保持枠５に対して保持する保持機構の三つに分けられ、本発明は
この保持機構に関している。
【００１６】
　光軸１を中心に中空環状の保持枠５には板状対磁石のＹ駆動マグネット８、９とＸ駆動
マグネット１０，１１が直角状に配置固着した下ヨーク６が固定されている一方、ほぼ直
交点に当たる位置に後述する保持機構１６の円盤マグネット１６１とこの位置から等間隔
の円周位置に保持機構１７、１８の円盤マグネット１７１、１８１が埋設されている。ま
た他方、Ｙ駆動マグネット８，９の対向位置に案内軸受け５ａと５ｂが突出成形されてい
て、該案内軸受け５ａ、５ｂ間に案内軸５ｃが装架され、これを案内板４の案内軸受け４
ａ、４ｂの穴に貫通させて案内板４がＸ方向にスライドできるようになっている。
【００１７】
　中心に補正レンズ２を支持固定した支持枠３にはお互い直角になるようＹ駆動コイル１
２とＸ駆動コイル１３が図のように配設されていて、そのほぼ直交点に当たる位置の裏側
に後述する保持機構１６の円盤マグネット１６２とこの位置から等間隔の円周位置に保持
機構１７、１８の円盤マグネット１７２、１８２が埋設されている。他方、図１の平面図
の左側に示すように案内軸受け３ｃと３ｂが突出成形されていて、その穴に案内板４の案
内軸受け４ｃと４ｄの間に装架してある案内軸４ｅが貫通されていて、補正レンズ２を含
む支持枠３が案内板４に対してＹ方向にスライドできるようになっている。
【００１８】
　固定部である保持枠５に対して保持機構１６、１７、１８によって平面に保持された支
持枠３は案内軸４ｅの案内によってＹ方向、案内板４と一緒に案内軸５ｃの案内によって
Ｘ方向にスライドでき、この二つの直角方向案内に従った動きは光軸に対して垂直関係に
あり、補正レンズ２の保持枠３と一体に固着されているＹ駆動コイル１２とＸ駆動コイル
１３の合成された駆動力により、回転動作を防止した全方向に定量的な移動が可能となっ
ている。
【００１９】
　Ｙ駆動コイル１２とＸ駆動コイル１３の駆動力発生方法としては前記のように保持枠５
に設置された下ヨーク６に固着されているＹ駆動マグネット８、９とＸ駆動マグネット１
０、１１の上部に一定間隙を確保するための支持棒にネジ１４及び１５で固定した上ヨー
ク７が設置されていて、Ｙ駆動マグネット８、９及びＸ駆動マグネット１０、１１によっ
て、間隙に発生する磁力線が閉ループを描くようになっている。この間隙にＹ駆動マグネ
ット８、９及びＸ駆動マグネット１０、１１の表面と上ヨーク７の表面との間に僅少なが
ら空隙を保てる位置に支持枠３のＹ駆動コイル１２とＸ駆動コイル１３が挿入維持されて
いる。
【００２０】
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　補正レンズ２の光軸と鏡筒の光軸１が一致している状態ではＹ駆動マグネット８、９の
磁極対向位置にＹ駆動コイル１２のそれぞれのコイル辺が、Ｘ駆動マグネット１０、１１
の磁極対向位置にはＸ駆動コイル１３のそれぞれのコイル辺が僅少な間隙を保ちながら正
確に覆うようになっているため、Ｙ駆動コイル１２及びＸ駆動コイル１３に電流を流す大
きさと方向で、間隙に発生している磁力線との電磁作用によって光軸１に対して内側或い
は外側に移動する駆動力が発生する。Ｙ駆動コイル１２とＸ駆動コイル１３はそれぞれ９
０度開いた位置にあるため、駆動方向はそれぞれ９０度異なり、手振れ補正のための任意
の方向移動はＹ駆動コイル１２とＸ駆動コイル１３の方向と駆動力の合成ベクトルで得ら
れることになる。
【００２１】
　補正レンズ２を含む支持枠３を手振れ防止に必要な補正量を手振れ動作に同期した迅速
な応答が必要となるため、前述の保持機構１６、１７、１８は移動時の摺動摩擦を避け効
率の良い移動が保証されなければならないことから、本装置では図３の３Ａに示すように
固定部の保持枠５に埋設する円盤マグネットの１６１、１７１、１８１と可動部の支持枠
３に埋設する円盤マグネット１６２、１７２、１８２の間に鋼球１６３、１７３、１８３
を介在させた保持機構であって、図３の３Ｂに示すように対極で構成する円盤磁極間の鋼
球が転動することによる全方向移動を可能にしたもので、保持機構１６、１７、１８はそ
れぞれ同一形状の同一機構で構成してある。
【００２２】
　縦方向に着磁された円盤マグネットの磁極表面に磁極の直径に対してあまり小さくない
直径の鋼球を接近させると磁極表面の周囲から均等の引力を受けるために、鋼球は中心に
寄せられ円形磁極面の中央に吸着する性質を有する。例えば円盤マグネット１６１のＮ極
を上に向けて鋼球１６３を置くとＮ磁極の円形表面中心位置に鋼球が吸着し、更に鋼球１
６３の上に円盤マグネット１６２のＳ極を接触面にして吸着させると図３の３Ａ及び図４
の４Ａに示すような円盤マグネット１６１と１６２の中心が鋼球１６３の中心を通して一
直線に並ぶような引力作用で安定状態に保っている。
【００２３】
　このことから固定部の保持枠５に埋設する円盤マグネット１６１、１７１、１８１と可
動部の支持枠３に埋設する円盤マグネット１６２、１７２、１８２の間に鋼球１６３、１
７３、１８３を介在させて、吸着保持させるとそれぞれの円形磁極の中心が一致する位置
で安定保持することになり、この状態で鏡筒の光軸１と補正レンズ２の光軸が一致する構
成になっている。図４の４Ａではそれぞれの円盤マグネット１６１と１６２が鋼球１６３
を挟んで吸引し合っていて、磁極間に均一な磁力線φのループが生じていることを示して
いる。
【００２４】
　いま、支持枠３のＹ駆動コイル１２及びＸ駆動コイル１３に電流を流し、支持枠３を補
正方向に移動させるための駆動力を発生させると、保持枠５に埋設する円盤マグネット１
６１、１７１、１８１のそれぞれのＮ磁極面と支持枠３に埋設する円盤マグネット１６２
、１７２、１８２のそれぞれのＳ磁極面の間に吸着保持している鋼球１６３、１７３、１
８３が磁極面を転がりながら移動して行く。必要な移動量は保持枠５に埋設する円盤マグ
ネット１６１、１７１、１８１と支持枠３に埋設する円盤マグネット１６２、１７２、１
８２のそれぞれに生じる相対的なずれ量であるから介在する鋼球１６３、１７３、１８３
は磁極表面をずれ量の半分の距離だけ転がれば良いことになる。
【００２５】
　図４の４Ｂは固定部の保持枠５に対して補正レンズ２の支持枠３が補正に必要な量を移
動した時の保持機構１６、１７、１８の状態を示していて、それぞれの磁極間の磁力線φ
が歪んだ状態になることを表している。この図４の４Ｂの状態は磁路が長くなり磁気抵抗
が増えるため磁気抵抗を減らして安定な４Ａの状態に戻るべく矢印方向に復元力が働くこ
とを意味し、補正レンズ２が補正方向に移動しても光軸位置に復帰する習性が在ることを
意味している。これは従来機構において補正レンズを周囲からバネによって中心位置に戻
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す習性を与えていることと同じで、非常に簡易な構成で本案において実現できる。
【００２６】
　図４において移動時の４Ｂに対して中心位置の４Ａの位置に戻る復元力はマグネットの
強さや介在せしめる鋼球の大きさ等で決められるものであるが、簡易的には図４に示す円
盤マグネット１６１、１７１、１８１及び１６２、１７２、１８２の対極側磁極縁の面取
りｃの大きさで調整が可能である。
【００２７】
　これまでは保持機構１６、１７、１８に直接円盤マグネットを対向設置し、対極間に鋼
球を狭持する例を示したが磁気回路が構成されていて、当回路の中間に円盤磁極を生じさ
せ、その間に磁性球体が狭持できるような構成にすれば同様な効果が得られる。図５にそ
の一例を示したのでこれを説明すると、固定部の保持枠５に長方形のマグネット２０と３
０を図５に示すように円周上に磁極が揃う方向に設置し、図５の２１、２２及び３１、３
２のような形状に加工された軟鉄磁性体からなるヨークに円盤磁極を成形すべくそれぞれ
２１ａ、２２ａ及び３１ａ、３２ａを突出加工したヨークを作り、マグネット２０のＮ極
端にヨーク２１、Ｓ極端にヨーク２２を、マグネット３０のＮ極端にヨーク３１、Ｓ極端
にヨーク３２を接続して保持枠５に固設する。他方可動部の支持枠３には図５に示す２３
及び３３の形状に加工された軟鉄磁性体からなるヨークに対し、ヨーク２３の両端に同じ
く円盤磁極を成形すべくそれぞれ２３ａ、２３ｂを突出加工したヨークとヨーク３３の両
端に円盤磁極を成形すべくそれぞれ３３ａ、３３ｂを突出加工したヨークを固設し、これ
を図５に示すように対向位置に４つの鋼球２４、２５及び３４、３５を介在させて吸引保
持する構成で、長方形のマグネット２０はヨーク２１、鋼球２４、ヨーク２３、鋼球２５
そしてヨーク２２、またもう一方の長方形のマグネット３０はヨーク３１、鋼球３４、ヨ
ーク３３、鋼球３５そしてヨーク３２の磁路の閉ループを構成しているため、同様な効果
が得られる。
【００２８】
　以上保持枠５に対する支持枠３の保持機構に関する本発明は鋼球で支持し、この転がり
で全方向に移動可能にした構成は従来に比し飛躍的に移動効率を高めたものであり、特に
鋼球受けを要せず、転動面に対して脱落することが無い上に、固定部の保持枠５に対し可
動部の支持枠３が吸引保持する構造から、従来のような機械的精度が必要な保持部材を必
要としないため組み立てが容易であると同時に低廉な画像ぶれ防止装置が提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の画像振れ防止装置の１実施例の平面図である。
【図２】本発明における断面図である。
【図３】鋼球を狭持する円盤磁石の全方向移動形態の様子を示す図である。
【図４】本発明の保持機構のマグネットの作用状態を説明した断面図であり、Ａ図は静止
時、Ｂ図は移動時における磁極間の磁力線と作用引力の様子を説明したものである。
【図５】本発明の保持機構のマグネットの他の応用例として、長方形磁石を用いた場合の
様子を示した斜視図である。
【符号の説明】
【００３０】
　　１　光軸
　　２　補正レンズ
　　３　支持枠
　　４　案内板
　　５　保持枠
　　６　下ヨーク
　　７　上ヨーク
　　８　Ｙ駆動マグネット
　　９　Ｙ駆動マグネット



(7) JP 4602780 B2 2010.12.22

10

　１０　Ｘ駆動マグネット
　１１　Ｘ駆動マグネット
　１２　Ｙ駆動コイル
　１３　Ｘ駆動コイル
　１４　ネジ
　１５　ネジ
　１６　保持機構
　１７　保持機構
　１８　保持機構
 

【図１】 【図２】
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